
奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年１２月１２日

奈良県公安委員会

委員長 菊 池 武之祐

奈良県公安委員会規則第１２号

奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県公安委員会規則第１４号）の一

部を次のように改正する。

第８条第８項を同条第１０項とし、同条第７項を同条第９項とし、同条第６項の次に

次の２項を加える。

７ 標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更を生じたときは、除外標章記

載事項変更届（別記様式第８号の２）に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、

速やかに公安委員会に届け出て、当該標章に変更に係る事項の記載を受けなければな

らない。

８ 標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき

は、除外標章再交付申請書（別記様式第８号の３）により公安委員会に標章の再交付

を申請することができる。

第１０条第７項中「（別記様式第８号の２）」を削り、同条第８項中「（別記様式第

８号の３）」を削る。

第１１条第１０項中「廃棄」の次に「（第７項に規定する場合にあっては、当該駐車

許可証に係る電磁的記録を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル及び

その者の管理する電磁的記録媒体から消去）」を加え、同項を同条第１１項とし、同条

第９項を同条第１０項とし、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「前項」を「

第６項」に改め、「駐車許可証」の次に「（前項に規定する場合にあっては、当該駐車

許可証を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したもの）」を加え、同項を同

条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加える。

７ 前項の駐車許可証の交付が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該駐車

許可証の交付を受けた者は、次項の規定に基づく掲示を行う目的その他の正当な目的

のために当該駐車許可証の複製を作成するときであって当該複製が当該駐車許可証の

交付を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又はその者の管理する



電磁的記録媒体に記録されるときを除き、当該駐車許可証に係る電磁的記録を複製し、

又は複製させてはならない。

第２０条の次に次の１条を加える。

（申請書に添付する書類）

第２０条の２ 規則第１０条第３項の規定により道路使用許可申請書に添付しなければ

ならない書類は、次の各号に掲げるものとする。

⑴ 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

⑵ 工作物（軽易なものを除く。）を設ける場合は、その設計図及び仕様書

⑶ 前２号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類

第２７条の２第２項中「運転免許証等記載事項変更届」を「運転経歴証明書等記載事

項変更届」に改める。

別記様式第８号から別記様式第８号の３まで中「第１０条」を「第８条、第１０条」

に改める。

別記様式第２１号の２を次のように改める。



別記様式第21号の２（第27条の２関係） 

(表) 

運転経歴証明書交付・再交付等( 申請書・登録票 ) 

奈良県公安委員会 殿 

  現保有

状況 
免等・マ 

資料区分 36 

  

申請日 年  月  日   

  手続後

希望 
免等・マ 

  

  処理内容 

□交付  □失効免許証による経歴交付  □再交付 

 

運転経歴情報記録個人番号カードの紛失等の事情の有無   有・無 

 

 

    【申請者】 □ 代理申請  □ 郵送希望   

写真 

貼付欄 

縦3.0cm 

× 

横2.4cm 

  

フリガナ     電話番号 

氏 名 

  代理人氏名   

住 所                   

 生年月日    年     月     日 

 

暗証番号 

(数字を記入) 

        

     【交付】                

申請取消年月日 

年    月    日   

【失効免許証による経歴交付】      

経 歴 No．  運転免許証失効年月日 

 

年    月    日   

 

運 転 免 許 証 番 号 

運転経歴証明書番号 
運転免許情報記録番号 

運転経歴情報記録番号 

  
        □ 可 

 5年以内確認 

        □ 不可   

 

【再交付】             

本 人 確 認 受 理   経歴証明書交付年月日 

□ 個人番号カード 
所属 

  

年    月    日   
□ その他(        ) 

受付・写真審査者 
    

記載事項変更   受  付  印 

□ 有 □ 無 点検者 
    

 

※記載事項に変更がある方は、裏面の記載欄に記入してください。 



(裏) 

       【住所などに変更がある方】 

 

変更内容 

新住所 
  

 

その他 
  

確認書類 □住民票 □個人番号カード □その他(      ) 

 

 

手数料(収入証紙)貼付欄 

 【経歴証明書を亡失されている方】 

経歴証明書(亡失・滅失)てん末書 

私は、下記の状況により、経歴証明書を亡失・滅失しました。 

再交付を受けた後、亡失した経歴証明書が見つかったときは、速やかに返納します。 

□ なくした   □ 盗難にあった   □ その他(                      ) 

い

つ

ど

こ

で 

日

付 

 

 

        年    月    日  ～      年    月    日の間 

 (最後に経歴証明書があることを確認した日)    (経歴証明書がないことに気がついた日) 

場

所 

  

 ※「不明」・「自宅」とは記入しないでください。 

 

【運転免許証等を失効されている方】 

確認書 

 

  失効した運転免許証等に係る運転免許の有効期間が満了する日において、免許の取消しの基準等の除外理

由に該当していた場合は、この手続が無効となること、また、この運転経歴証明書の交付等を受けた場合は、

運転免許試験の一部免除の手続による再申請ができないことは知っております。 

 

 署 名                   

 



別記様式第２１号の３を次のように改める。



別記様式第21号の３（第27条の２関係）

奈良県公安委員会 殿

※太線の枠内に記入してください。

※記載事項変更する項目のみ記載してください。

運転経歴証明書等記載事項変更届

生 年 月 日

氏   名 年   月   日申
請
者

フリガナ

代理人氏名
（代理人申請の場合）

年  月  日届 出 日

電 話 番 号

経歴保有状況  □運転経歴証明書 ・ □運転経歴情報記録個人番号カード

------------------------(この線から下は職員が申請時に記入しますので記載しないこと。)------------------------

受  付  印運転経歴証明書番号

運転経歴情報記録番号

最終確認者担当者

旧

フリガナ

新

フリガナ

確認書類  □住民票 ・ □個人番号カード ・ □その他（        ）

氏   名

住   所

氏   名

住   所



別記様式第２３号を次のように改める。



別記様式第23号（第29条関係） 

指定自動車教習所指定申請書記載事項変更届 

 

 

    年  月  日   

 

 

 

  奈良県公安委員会殿 

 

 

 

住 所              

 

氏 名              

 

 

 

変更を受けようと

する教習所の所在

地 及 び 名 称 

  

変更する記載事項   

変更後の記載事項   

備 考   

 



別記様式第２５号を次のように改める。



別記様式第25号（第31条関係） 
 
 

届出自動車教習所が行う教習課程変更事項届出書 

 

年  月  日 

 

 奈良県公安委員会 殿 

 

住 所                  

 

氏 名                  

指 定 を 受 け た 教 

習 課 程に 係る 届出 

自 動 車教 習所 の所 

在 地 及 び 名 称 

  

変更する添付書類の

記 載 事 項 

  

変更後の添付書類の

記 載 事 項 

  

備 考 

  

備考 備考欄には、参考となる事項を記入すること。 



別記様式第２７号を次のように改める。



別記様式第27号（第32条の２関係） 
 
 

運転免許取得者等教育認定申請書 

 

年  月  日   

 

 奈良県公安委員会 殿 

 

住所                

申請者                   

氏名                

氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所 並 び に 法 人 の

場 合 は 代 表 者 氏 名 

  

使用する施設の名称 
  

使用する施設の所在地 

  

課 程 の 区 分 
  

課 程 の 名 称 
  

備 考 

  

 



別記様式第２９号を次のように改める。



別記様式第29号（第32条の２関係） 
 
 

運転免許取得者等教育変更事項届出書 

 

年  月  日   

 

 奈良県公安委員会 殿 

 

住 所                  

 

氏 名                  

運転免許取得者教育

に使用している施設

の所在地及び名称 

 

変更する記載事項

又は添付書類の内容 

  

変更後の記載事項

又は添付書類の内容 

 

変 更 日 

  

備 考 

  

備考 備考欄には、参考となる事項を記入すること。 



別記様式第３０号の３を次のように改める。



別記様式第30号の３（第32条の４関係） 
 
 

運転免許取得者等検査認定申請書 

 

年  月  日   

 

 奈良県公安委員会 殿 

 

住所                

申請者                   

氏名                

氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所 並 び に 法 人 の

場 合 は 代 表 者 氏 名 

  

使用する施設の名称 
  

使用する施設の所在地 

  

検 査 の 方 法 の 区 分 
  

検 査 の 方 法 の 名 称 
  

備 考 

  

 



別記様式第３０号の５を次のように改める。



別記様式第30号の５（第32条の４関係） 
 
 

運転免許取得者等検査変更事項届出書 

 

年  月  日   

 

 奈良県公安委員会 殿 

 

住 所                  

 

氏 名                  

運転免許取得者等検

査に使用している施

設の所在地及び名称 

  

変更する記載事項

又は添付書類の内容 

 

変更後の記載事項

又は添付書類の内容 

  

変 更 日 

  

備 考 

  

備考 備考欄には、参考となる事項を記入すること。 



附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和７年１２月１５日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の道路交通法施行細則（以下「旧規

則」という。）の様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の道路

交通法施行細則の様式により提出された申請書とみなす。

３ 旧規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改定

を加えた上、当分の間、なお使用することができる。
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